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報告第 ８ 号  

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である下記の事項について、別紙

のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  平成２９年６月１２日提出                                       

                    生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 13 号 

 

専   決   処  分   書 

 

損害賠償の額の決定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて

議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決定

について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

記 

１ 事故区分及び事故発生年月日  

  物損事故  

平成２９年４月７日（金）午前５時２４分頃  

２ 事故発生場所  

生駒市俵口町地内  

３ 損害賠償額  

７０，９２３円  

４ 事故の概要  

消防車両（救急車）により救急出動中、住宅地内の狭隘な道路に進入し、

車両を方向転換しようとした際、同車両の左スライドドアが駐車している車

両に接触し、相手方車両の前部バンパーを損傷させたもの  

 

  平成２９年４月２８日  

生駒市長 小 紫 雅 史   
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報告第 ９ 号  

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である下記の事項について、別紙

のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  平成２９年６月１２日提出                                       

                    生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 14 号 

 

専   決   処  分   書 

 

損害賠償の額の決定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて

議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決定

について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

記 

１ 事故区分及び事故発生年月日  

  物損事故  

平成２９年２月１９日（日）午後２時３０分頃  

２ 事故発生場所  

生駒市鹿ノ台南２丁目１６番地  生駒市立鹿ノ台中学校内  

３ 損害賠償額  

２２，０００円  

４ 事故の概要  

生駒市立鹿ノ台中学校内において、露出していたフェンス支柱の残片を来

校していた車両が踏んだことにより、左後輪のタイヤを破損させたもの  

 

  平成２９年５月１６日  

生駒市長 小 紫 雅 史   
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報告第 10 号  

 

市長専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて議

会の議決により指定された市長の専決処分事項である下記の事項について、別紙

のとおり専決処分したから、同条第２項の規定により報告する。 

記 

 損害賠償の額の決定について 

 

  平成２９年６月１２日提出                                       

                    生駒市長 小 紫 雅 史 
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専第 15 号 

 

専   決   処  分   書 

 

損害賠償の額の決定について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づいて

議会の議決により指定された市長の専決処分事項である損害賠償の額の決定

について、同項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

記 

１ 事故区分及び事故発生年月日  

  物損事故  

平成２９年３月２３日（木）午後  

２ 事故発生場所  

生駒市緑ヶ丘地内  

３ 損害賠償額  

１８，３６０円  

４ 事故の概要  

生駒市立緑ヶ丘中学校野球部の練習中、部員の打球が南側のフェンスを越

えて住宅の敷地内のガレージ屋根に落下し、波板を破損させたもの  

 

  平成２９年５月１６日  

生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 41 号 

 

生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定 

について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２９年６月１２日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

   生駒市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第３０号）

の一部を次のように改正する。 

 第１０条第１０項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に

次の１号を加える。 

 (2) その者が次のいずれかに該当する場合 

  ア 特定退職者であって、雇用保険法第２４条の２第１項各号に掲げる者に

相当する者として市長が定める者のいずれかに該当し、かつ、市長が同項

に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法

（昭和２２年法律第１４１号）第４条第４項に規定する職業指導を行うこ

とが適当であると認めたもの 

  イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理由により

就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者に相

当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指

導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項
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に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの 

 第１０条第１１項第５号中「公共職業安定所」の次に「、職業安定法第４条第

８項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第１８条の２に規定する職業紹介

事業者」を加える。 

 附則に次の１項を加える。 

19 平成３４年３月３１日以前に退職した職員に対する第１０条第１０項の規定

の適用については、同項中「第２８条まで」とあるのは「第２８条まで及び附

則第５条」と、同項第２号中「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生

労働省令で定める理由により就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１

項第２号に掲げる者に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長

が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定

法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」と 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１０条第１１項第５号の改

正規定及び附則第３項の規定は、平成３０年１月１日から施行する。 

「イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令で定める理 

 ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項に規定する 
あるのは 

由により就職が困難な者であって、同法第２４条の２第１項第２号に掲げる者 

地域内に居住し、かつ、市長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基準に 

に相当する者として市長が定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定する指 

照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職 

導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規 

業指導を行うことが適当であると認めたもの（アに掲げる者を除く｡) 

定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの 

                        」 
とする。 
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 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市職員の退職手当に関する条例（以下「新条例」という｡)第１

０条第１０項（第２号に係る部分に限り、新条例附則第１９項の規定により読

み替えて適用する場合を含む｡)の規定は、退職職員（退職した生駒市職員の退

職手当に関する条例第２条に規定する職員をいう。以下同じ｡)であって生駒市

職員の退職手当に関する条例第１０条第１項第２号に規定する所定給付日数か

ら同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の

例により雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の規定を適用した場合にお

けるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第３項

の退職手当の支給を受け終わった日が平成２９年４月１日以後であるものにつ

いて適用する。 

３ 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１

４号）第４条の規定による改正後の職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）

（以下「改正後職業安定法」という｡)第４条第８項に規定する特定地方公共団

体又は改正後職業安定法第１８条の２に規定する職業紹介事業者の紹介により

職業に就いたものに対する新条例第１０条第１１項（第５号に係る部分に限

り、生駒市職員の退職手当に関する条例第１０条第１５項において準用する場

合を含む｡)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が附則第

１項ただし書に規定する規定の施行の日以後である場合について適用する。 
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議案第 42 号 

 

生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２９年６月１２日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 生駒市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年１２月生駒市条例第３２

号）の一部を次のように改正する。 

 別表中「１００円」の次に「（生ごみを市長が定める受入基準に従ってエコパ

ーク２１に搬入する場合にあっては、３３円）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成２９年７月１日から施行する。 
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議案第 43 号 

 

生駒市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定について 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２９年６月１２日 

生駒市長 小 紫 雅 史   

 

生駒市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 生駒市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例（平成２６年

１２月生駒市条例第４８号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第１１５条の４６第４項」を「第１１５条の４６第５項」に改め

る。 

第２条第１項第３号中「第１４０条の６８第１項に規定する主任介護支援専門

員研修を修了した者」を「第１４０条の６６第１号イ(3)に規定する主任介護支

援専門員」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の生駒市地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例第

２条第１項第３号に規定する主任介護支援専門員には、介護保険法施行規則の
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一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第４８号。以下「平成２９年改

正省令」という｡)附則第２条第４項の規定によりなお従前の例によることとさ

れる平成２９年改正省令による改正前の介護保険法施行規則第１４０条の６６

第１号イ(3)（平成２９年改正省令附則第３条の規定による改正前の介護保険

法施行規則の一部を改正する省令（平成２７年厚生労働省令第１９号）附則第

３条の規定により読み替えて適用される場合を含む｡)に規定する主任介護支援

専門員を含むものとする。 
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議案第 44 号  

 

財産の取得について 

 

下記のとおり財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年４月生駒市条例第２号）第３条の規

定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得する財産  救助工作車 

２ 取 得 価 格  １６９，３４４，０００円 

３ 契約の相手方  大阪市淀川区西宮原２丁目１番３号 ＳＯＲＡ新大阪２１

・１４０１室 

キンパイ商事株式会社 

代表取締役 松 浦 英 男 

４ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

 

  平成２９年６月１２日提出                                       

                    生駒市長 小 紫 雅 史   
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議案第 45 号  

 

住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域における住居表示  

の方法について 

 

住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項の規定によ

り、生駒市における住居表示を実施すべき市街地の区域を別図のとおり定め、当

該区域における住居表示の方法は、街区方式によるものとする。 

 

  平成２９年６月１２日提出                                       

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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別図 住居表示を実施すべき市街地の区域図
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議案第 46 号  

 

生駒市病院事業推進委員会委員の任命について  

 

生駒市病院事業推進委員会の委員に下記の者を任命したいから、生駒市病院事

業の設置等に関する条例（平成２１年６月生駒市条例第２３号）第１７条第４項

の規定により、議会の同意を求める。 

記 

住  所  生駒市●●●●●●●● 

氏  名  杉 本 正 人 

生年月日  昭和●●年●●月●●日 

 

  平成２９年６月１２日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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